
⽬を動かして

視覚のトレーニング

⽬と⼿や想像⼒
思考のトレーニング

⽬と⾝
体をつ

なぐ
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ニング

⽬と脳と⾝体をつなぎ
こどもの「できた」を育む︕

「みなスタ」ご利⽤対象者
児童発達⽀援の部

療育⼿帳をお持ちの⽅、または
発達に⼼配のある未就学の児童
対象年齢 ２〜５歳児
定 員 ４名
１ ⽇ ２〜４名
実施⽇ ⽉〜⼟ 午前
送 迎 あり(園または⾃宅)

放課後等デイサービスの部

療育⼿帳をお持ちの⽅、または
発達に⼼配のある就学後の児童

対象年齢 ⼩学１年〜⼩学６年⽣
定 員 １０名
１ ⽇ ５~１０名
実施⽇ ⽉〜⼟ 午後
送 迎 あり(学校または⾃宅)

通所受給者証をお持ちでない方・・・市役所等での手続きが必要となります。

施設のご利⽤に際して、「通所受給者証」が必要となりま
す。(療育⼿帳や⾝体障害者⼿帳とは異なるものです)。普
通級・⽀援級・⽀援学校など、通学形態に関わらず、病院
(医師)の診断書があれば、発⾏することが可能です。

TEL 070-1139-3481
Mail minasuta946@gmail.com
開所時間 10:00〜19:00
定休⽇ ⼟・⽇・祝

⾒ 学 会 随 時 開 催 中

ビジョントレーニング療育

み な ス タ

ビジョントレーニングで
⼦どもの発達⼟台を育てる

児童発達⽀援
放課後等デイサービス

み な ス タ
ご利⽤案内

ビジョントレーニング 療育

他にない特化型療育
ご 利 ⽤ 案 内

▶ご利⽤までの流れ
①お問い合わせ
どんな⼩さな事でも、まずはお問い合わせください。
ご家族・保護者の不安に寄り添います。

②ご相談
パンフレット記載のお問い合わせ窓⼝へお電話で
お問い合わせください。
ご⾒学などの調整をさせていただきます。

③体験
「うちの⼦に合うかしら︖」
「どんなことをするのかしら︖」
「うまくやれるかしら︖」などの不安を解消する
ために⼀度教室をご体験ください。

④受給者申請
お住まいの市役所へ通所受給者申請します。
窓⼝にて「みなスタ」を利⽤したいことを伝え、
申請の⼿続きを⾏ってください。

⑤ご利⽤開始
はじめは不安を感じられるかもしれませんが、
打ち解けられるよう対応いたします。

▶費⽤について
ご利⽤の費⽤は国の制度（児童福祉法）によって
法定利⽤料⾦が定められています。
詳しくは国のホームページを参照ください。

▶送迎について
児童発達・放課後等デイともに⽚道20分以内で
あれば園・学校・⾃宅への送迎は可能です。
もちろん、保護者さまの直接の送迎も可能です。

▶夏休みなどの⻑期休⽇について
特別な時間変更はありません。
※送迎先（学童やご実家など）の変更は可能です。
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療 育 の 3つ 柱
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想像すること

からだを動かして
楽しむこと

の

眼から⼊った情報を適切に処理し、環境に合った判断を正確に実⾏するため
の機能を⾼めます。運動⾯や学習⾯で課題になっている事に期待ができます。

ビジョントレーニング＋感覚統合トレーニング

就学前の学習の基礎や学校の宿題などの⽀援を⾏います。
何が課題となり、なぜそのような反応がみられるのかをアセスメントし、解
決していくためのアプローチや助⾔をさせていただきます。

学習プログラム⽀援

集団や個別で実施する活動の中で、⽣活していく上で必要なルールやマナー
を取得したり⼼豊かな⼈間性の向上に努めます。

社会性の構築

みなスタの特徴

「みなスタ」は、お⼦さまが本来持ち備える
「みるチカラ」を基に、ビジョントレーニング
（視覚機能トレーニング）や体幹づくりの「あ
そび」を通して、⼦どもの発育を助け、本⼈の
興味を最⼤限に引き出していきます。また、就
学へ向けた学習の⼟台となる⽂字や数の数え
⽅、⼿先や体の使い⽅、運動できる体⼒など
「⽣きるチカラ」の⼟台づくりにも取り組んで
いきます。
もちろん、それぞれのお⼦さまの現状を的確に
把握したうえで「現段階でお⼦さまの成⻑に
とって何が⼀番必要なのか」をご家族の⽅と⼀
緒に考え、周囲が⼀体となって⼒を合わせなが
ら楽しく学べる環境を提供していきます。

⼦どもたちの「できた︕」を
⾃信に変えるビジョントレーニング


